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1. はじめに

阪神淡路大震災を契機として，住宅の安全性，品質を確

保するための法整備が進んでいる．今後来る大地震に備え

て，新規及び既存住宅の耐震性を確保することは，地震に

よる人的・経済的被害を軽減する上での重要な対策の一つ

である．一方で，平成 17年 11月に発覚した構造計算書偽

装問題は，我が国の住宅及び土木構造物の安全性に対して

不安を投げかけると同時に，安全性を確保するための社会

制度，規制のあり方に対して重大な問題を提起する結果と

なった．建築物の安全性を確保するための制度設計は，災

害に強い社会を形成する上で，最も基礎的でありかつ重要

な研究課題である．

施主（依頼人）は，設計・施工業者（請負人）に住宅建設

を依頼する際，希望する住宅の質を提示し，業者はそれに

応じて住宅の設計・施工を実施する．しかし，完成した住

宅が要求性能の全てを満たしているかを確認することは，

施主にとって必ずしも容易なことではない．例えば，住宅

の耐震性能に関わる瑕疵はその内部構造に関わる問題であ

り，専門知識や技術を有していない施主は，設計・施工直

後に瑕疵の有無を判断することは難しい．また，地震の発

生による当該住宅の倒壊により，耐震性能に関する瑕疵は

暴露されうるが，地震の発生頻度は低いため，瑕疵が暴露

されるまでの潜在期間は非常に長い．このとき，近視眼的

な業者は瑕疵の発覚に伴う事後責任を考慮せず，意図的に

怠慢な設計・施工を実施する誘引を持つ．このような施主

と業者の間の住宅性能に関する情報の非対称性を利用した

業者による利己的な行動 (機会主義的行動)の可能性は，施

主と業者の建設契約を阻害する要因となる．

本研究では，こうした業者の機会主義的な行動を抑止す

るための建設契約の枠組みとして，性能照査型契約につい

て分析する．なお，ここで言う性能照査型契約とは，設計
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段階で施主の要求性能を満たしうる設計図書であるか否

か，施工段階で設計図書通り施工がなされたか否かの検査

を行い，この二段階の検査を通過した場合に限り依頼人か

ら請負人に対して報酬が支払われる契約を指す．この契約

スキームを用いることで，社会的に望ましい契約が施主と

業者の間で成立することを示す．さらに，この二段階の検

査の検査精度の低下が，施主と業者の行動に及ぼす影響に

ついて明らかにする．以下，2.では本研究の基本的な考え

方を説明する．3.では建設契約における社会的最適契約を

定式化，分析する．4.では依頼人が住宅の性能を観察可能

（かつ立証可能）である場合の建設契約について分析する．

5.では事後確認の困難性下において性能照査型契約を導入

し，その効率性，契約の成立可能性について分析し，6.で

まとめとする．

2.本研究の基本的な考え方

日本規格協会 1)は，建築物の品質特性として，1．社会

性，2．経済性，3．芸術性，4．機能性という 4つのグルー

プに分類している．その対象の種類や目的，規模により，

各内容の重要度は異なるものの，依頼人の立場に立った品

質特性を把握する上で，非常に有益である．施主は業者に

建築物の建設を依頼をする際にこうした建築物の品質を要

求する．ここで要求された品質は，計画段階，設計段階，

施工段階を経て，しだいに具体化され，最終的な建築物の

品質に反映される 2) が，その過程の中で瑕疵が発生する

こととなる 3)4)．

情報の非対称性とモラルハザードに関しては，これまで

経済学の分野で多くの膨大な研究の蓄積がなされてきた．

契約理論の中で取り扱われるモラル・ハザードの基本モデ

ルでは，請負人に適切な行動を選択するインセンティブを

与える目的と，依頼人・請負人間で効率的にリスクを負担

しあうという目的に主題がおかれている 5)6)．本研究にお

いても，請負人に適切な行動を促すための契約の枠組みに

ついて検討することを目的としている．ただし，基本モデ

ル 7)−9)において，達成された結果は観察可能かつ立証可

能と通常仮定される．しかし，本論文で注目するのは，そ

の達成された結果に相当する，設計・施工後の住宅の性能

を観察することが困難な場合である．質に関する情報の非



対称性の度合いに応じて，財は探索財 (search good)，経

験財（experience good)，そして信用財 (credence good)

に分けられる 10)11). 探索財は財の購入前にその質を観察

可能な財を指し，経験財は財の購入後のその質を観察可能

な財を指す．そして，信用財は財の購入後においても，そ

の質を観察困難または不可能な財を指す．その点では，耐

震性能の事後確認の困難性の問題に着目した場合，住宅は

信用財として取り扱うことが可能である．二者間での信用

財の取引の成立可能性を分析した論文としては，例えば，

Pitchik(1987)やWinand(1997)が挙げられる 12)13)が，ど

ちらも取引が不安定になることを示している．

情報の非対称性に起因した問題を解決するための方策に

ついて，膨大な研究蓄積がある．しかし，その中で，住宅

性能の事後確認の困難性に焦点を当てた際に有効な対策は

多くない．例えば，評判メカニズムが挙げられるが，評判

メカニズムが有効に機能するためには，財購入後にその瑕

疵を観察可能であり，かつその瑕疵が暴露されるまでの期

間が短くなければならない 14)15)．また，内部告発を含む，

情報優位者からの情報開示は瑕疵を顕在化させる機会の一

つではあるが，機会主義的な行動を取る業者，またはその

関係者にそれを期待することは社会的には不安定と言わざ

るを得ない．免許制度 16)17)は市場に参入する請負人の能

力を制限するが，参入後の請負人の行動を規制するもので

はない．また，瑕疵担保責任制度 18)に代表される事後保

証 (warranty)19)20)は，業者による意図的な瑕疵を抑止す

る上で非常に重要な制度ではあるが，必ずしもあらゆる瑕

疵に対して有効とは言えない．雨漏りやコンクリートのひ

び割れ等は，比較的，潜在期間も短く，施主自身で明らか

な瑕疵として観察可能であるため，業者を規律付ける上で

瑕疵担保責任制度は有効に機能する．しかし，潜在期間が

長い瑕疵に関しては，近視眼的な業者は，瑕疵担保責任に

より被る費用を考慮しない場合が考えられる. そのため，

潜在期間の長い瑕疵に対しては，瑕疵が顕在化する時点で

の事後責任に依存するのではなく，設計・施工段階におけ

る厳格な検査の段階で，業者を規律付ける必要がある．

建設契約に関する研究として，小林ら 21)は建設請負契

約を不完備契約の枠組みで捉え，工期や請負金の変更と

いった再交渉の問題を明示的に取り扱い,初期契約におい

て契約変更ルールを適切に設計することで社会的最適契約

が結ばれることを示している．しかし，本研究で分析する

ような建築物の質に関する問題を直接的に取り扱っていな

い．また，既存の研究の中で，建設プロジェクトの組織構

造に関する研究 22)23)など，建築物の質を確保する上で重

要な議論はなされているものの，設計，施工，検査が，最

終的な建築物の質にどのような影響を及ぼすのかを明示的

に示した数理モデルは，筆者らの知る限り見られない．住

宅のみならず，社会基盤の質の確保という観点からも，こ

のような数理モデルの構築は必要不可欠であると考える．

以上のような問題意識の下，本研究では，設計・施工段

階における二段階の検査と業者の利得を関連付けた契約枠

組みである性能照査型契約が，住宅の質を確保し，業者に

適切な設計，施工を実施させるインセンティブを与えるた

めに十分な枠組みであるか否かを数理モデルを用いて検討

する．なお，以下のモデルは，地震による被害とその責任

ルールによる業者の規律付けではなく，設計・施工の二段

階の検査とそれに伴う利得設計による規律付けという観点

に分析の焦点を絞っている点は留意する必要がある．

3.基本モデル

(1)モデル化の前提条件

住宅建設の依頼を行う依頼人 (principal)とその依頼を

請け負う請負人 (agent)を想定する．住宅の建設プロセス

を設計と施工に分別し，設計と施工を行う請負人が同一で

あることを仮定する．なお，設計者と施工者を分離したと

しても以下で得られる結論に影響は無い．請負人の設計，

施工に対する努力の水準をそれぞれ ed，ecで表す．なお，

0 ≤ ed, ec ≤ 1とする．分析を簡易にするために，設計図

書の質は q ∈ {q̄, q}の二種類を仮定する．なお，q̄は依頼

人の要求性能を満たしうる設計図書とし，qはその設計図

書に従い施工を行う限り，依頼人の要求性能は満たさない

設計図書とする．ρ(q|ed)を請負人が設計段階にて努力水準

ed を選択した際に設計図書の質 qが達成される確率とし，

ρ(q̄|ed) = ed , (1)

ρ(q|ed) = 1 − ed (2)

に従うことを仮定する．また，施工後に実現された住宅の性

能も二種類Q ∈ {Q1, Q0}を仮定する (0 < Q0 < Q1 < 1)．

なお，Q1は依頼人の要求性能を満たす性能とし，一方で、

Q0は要求性能を満たさない性能とする．ϕ(Q|q)を設計図
書の質が qの際に性能Qが実現される確率とする.このと

き,ϕ(Q|q)は施工時の努力水準 ec の関数として，(
ϕ(Q1|q̄) ϕ(Q0|q̄)
ϕ(Q1|q) ϕ(Q0|q)

)
=

(
ec 1 − ec

0 1

)
(3)

に従うことを仮定する．すなわち，設計図書 q̄をもとに施工

を行った場合，請負人の選択する努力水準 ecに応じて依頼

人の要求性能が満たされるが，一方で，設計図書 qに従い施

工を行った場合は，請負人の選択する努力水準に関わらず，

要求性能は満たされないことを意味する．次に，依頼人の

設計，施工の費用関数を各努力水準の関数として Cd(ed)，

Cc(ec)で表す．なお，その費用関数はC ′
d(·) > 0, C ′′

d (·) < 0，

C ′
d(0) = ∞，C ′

d(1) = 0，C ′
c(·) > 0, C ′′

c (·) > 0, C ′
c(0) = 0，

C ′
c(1) = ∞を仮定する．一般に，設計作業は市場参入以
前に獲得した専門知識に基づき行われるものであり，設計
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図 1: 社会的最適契約モデル

時の努力水準は当該設計図書の質に重大な影響を及ぼさな

い．その点を考慮し，設計費用関数の凹性を仮定している

点は注意する必要がある．また，住宅を獲得した際の依頼

人の効用の増分を住宅性能Qに依存する関数としてB(Q)

で表す．なお，∂B
∂Q > 0を満たす．さらに,ここでは分析を

簡易化するためにB(Q0) = 0を仮定する.すなわち，要求

性能を満たさない場合，完成した住宅は依頼人にとって価

値の無いものとする. また，リスク中立的な依頼人，請負

人を仮定し，依頼人は請負人の行動に対して合理的期待予

測を行うものとする．

(2)社会的最適契約モデル

ベンチマークとして，社会的最適契約のモデル化を行う．

なお，ここで導出される努力水準は，請負人が選択する努

力水準ではなく，依頼人が自ら設計・施工を実施する際に

選択する努力水準として解釈可能である．社会的最適契約

モデルの時間的順序とその構造を図 1に示す．なお，実現

した住宅が依頼人の要求性能を満たさない場合は再設計，

再施工が可能であることを仮定する．各ノードの価値関数

を Ui(i = 1, · · · , 6)で表すとき，各価値関数は以下のよう

に定式化される．なお，ここではノード間での利得の割引

率は 0を仮定する．

ノード 1において，依頼人は住宅建設を実施するか否か

の意思決定を行う．住宅建設を行わない場合の留保効用を

0と仮定する．このとき，U1 は

U1 = max[U2, 0] (4a)

により定まる．

ノード 2において、U2 は設計時の努力水準決定問題に

より定まる．

U2 = max
ed

edU3 + (1 − ed)U4 − Cd(ed) (4b)

なお，U2 は住宅購入時の依頼人の効用に相当する．

ノード 3において，U3 は設計図書 q̄ に沿った施工を実

施する際の努力水準選択問題により定式化される．

U3 = max
ec

ecU5 + (1 − ec)U6 − Cc(ec) (4c)

ノード 4において，U4は再設計，または設計図書 qに沿っ

た施工の実施を行う，に関する意思決定問題として定式化

される．

U4 = max[U2, U7 − Cc(ec)] (4d)

ノード 5において，依頼人の要求性能を満たす住宅が建設

され，依頼人は B(Q1)の利得を得る．

U5 = B(Q1) (4e)

ノード 6において，U6 は設計図書 q̄ に基づく再施工，ま

たは利得 B(Q0) = 0の獲得，に関する意思決定問題とし

て定式化される．

U6 = max[U3, 0] (4f)

ノード 7において，U7 は設計図書 q に基づく再施工，ま

たは利得 B(Q0) = 0の獲得，に関する意思決定問題によ

り定式化される．

U7 = max[U4, 0] (4g)

(4a)から (4g)を連立させて解くことにより,以下のような

社会的最適契約が得られる.なお,計算過程は付録１と類似

するためここでは省略する．社会的最適な設計，施工努力

水準を e∗d，e∗c とする．このとき，社会的に建設契約が成

立することが望ましい条件は，

B(Q1) −
Cc(e∗c)

e∗c
− Cd(1) ≥ 0 (5)

で表わされる．また，社会的最適な設計，施工努力水準

e∗d, e∗c は

e∗d = 1 , (6)

C ′
c(e

∗
c) =

Cc(e∗c)
e∗c

(7)

で表わされる．

以上より、設計時には最大努力水準 1を選択することが

望ましいことが分かる．すなわち，常に設計図書 q̄を獲得

する．また，施工時の最適な努力水準は C ′
c(1) = ∞より

最大努力水準 1とは一致しない．そのため，実現した住宅

の性能が要求性能を満たさない場合が確率的に生じる．こ

のとき，要求性能を満たすまで施工努力水準 e∗c のもとで

再施工を繰り返すことが社会的に望ましいことが分かる．

4. 住宅性能が事後に観察可能な状況下の契約モデル

　 (1)モデル化の前提条件

先のモデルは依頼人が自ら設計・施工を行う場合に相当

したが，ここでは依頼人が請負人に対して設計・施工を依

頼するモデルを分析する．そのため，請負人が選択する努

力水準を依頼人は確認することが出来ないものとする．た
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図 2: 住宅性能が観察可能な場合の契約モデル

だし，仮想的な状況として，施工後に達成された住宅性能

を依頼人は観察可能かつ立証可能とし，依頼人から請負人

に対して，達成された住宅性能が要求性能を満たしている

場合にのみ報酬 w が支払われる契約が結ばれる場合を考

える．なお，市場環境や交渉力に応じて変化する報酬wに

関して，ここでは外生的に与えられるものとする．

　 (2)建設契約モデルの定式化

モデルの時間的順序とモデルの構造を図 2 に示す．各

ノードにおいて意思決定を行う主体は請負人であり，獲得

する利得に関しても同様に請負人の利得を記している．各

ノードの価値関数を Vi (i = 1, · · · , 6)とおく．このとき，

各価値関数は請負人の意思決定問題により以下のように定

式化される．なお，ノード間での利得の割引率は 0とする．

ノード１において,依頼人の提示する契約を受諾する,ま

たは拒否する，に関する意思決定問題により V1 は決定さ

れる.また，拒否した場合の請負人の留保利潤は 0を仮定

する．このとき，V1 は下記の式により定まる．

V1 = max[V2, 0] (8a)

ノード２において、V2 は請負人の設計努力水準の選択

問題により決定される.

V2 = max
ed

edV3 + (1 − ed)V4 − Cd(ed) (8b)

なお、V2 は依頼人と請負人が契約を締結した場合の請負

人の期待利得を表す.

ノード 3において、V3 は請負人が設計図書 q̄ を獲得し

た場合の施工努力水準の選択問題により決定される.

V3 = max
ec

ecV5 + (1 − ec)V6 − Cc(ec) (8c)

ノード 4において、V4 は、再設計を行う，または設計図

書 qに沿って施工を行う、に関する意思決定問題により決

定される.

V4 = max[V2, V7 − Cc(ec)] (8d)

ノード 5において，依頼人の要求性能は実現され，請負人

は依頼人から報酬 wを受け取る．

V5 = w (8e)

ノード 6において，V6 は q̄ に沿った再施工を行う，契約

を破棄する，の意思決定問題より定まる．なお,請負人が

契約を破棄したとき，依頼人からの報酬は支払われないた

め，そのときに獲得する利潤は 0で表される.

V6 = max[V3, 0] (8f)

ノード 7において，V7 は q に沿って再施工を行う，また

は契約を破棄する，の意思決定問題により定まる．

V7 = max[V4, 0] (8g)

以上の (8a)から (8g)を連立させて解くことにより請負人

の利潤最大化行動に基づく最適な努力水準が導出される．

なお,この計算過程も付録１と同様の計算過程により求め

られるので省略する．eo
d，eo

c をそれぞれ請負人の最適な設

計，施工努力水準とする．このとき，

w − Cc(eo
c)

eo
c

− Cd(1) ≥ 0 (9)

を満たすとき，請負人は依頼人と契約を結ぶ．満たさない

場合は契約は成立しない．契約が成立するときの請負人の

最適な設計，施工努力水準は

eo
d = 1 (10)

C ′
c(e

o
c) =

Cc(eo
c)

eo
c

(11)

で与えられる．さらに，請負人は依頼人の要求性能を満た

し報酬を受け取るまで，施工を繰り返す．(6)，(7) より，

請負人が選択する設計，施工努力水準は社会的最適な努力

水準と一致することが分かる．また，報酬wは請負人が選

択する努力水準 eo
d, e

o
c に依存しないことが分かる．一般的

な契約理論のモラルハザードモデルでは，報酬 w に依存

して請負人が投入する努力水準は定まる．ここでの結果は

モデルの構造に依存するが，wを決定する市場環境や交渉

力は請負人の選択する努力水準に影響を及ぼさない点は，

モデルから導かれる結論として注目に値する．

次に，依頼人の行動を定式化する．依頼人は完成した住

宅の性能は観察可能であり，その要求性能が満たされた場

合に限り報酬を支払う．そのため，

B(Q1) ≥ w (12)

を満たすとき，依頼人は請負人に契約を提示する．式 (9)，

(12)より常に

B(Q1) −
Cc(eo

c)
eo
c

− Cd(1) ≥ 0 (13)



が成立する．この条件式は (5)と同一である．これはすな

わち，依頼人と請負人の間で契約が成立する場合，その契

約が社会的にも望ましいことを示している．以上をまとめ

ると以下の命題１が成立する．

命題 1

依頼人が設計・施工後の住宅の性能を観察可能かつ立証

可能であり，達成した性能に基づく契約が成立可能であれ

ば，社会的最適な契約が成立する．

5. 性能照査型契約モデル

(1)モデルの前提条件:

依頼人は請負人の投入する努力水準だけでなく，その成

果の質も確認できないことを仮定する．このとき，業者の

利潤最大化行動は，設計・施工段階で，最低水準の努力水

準を選択することである．そのため，請負人の利潤最大化

行動を予測する依頼人は建設契約を結ばない．こうした機

会損失を防ぐため，以下では，請負人の設計，施工作業を

検査する，公正かつ能力のある検査機関を導入する．命題

1で示したように，達成された性能のみ観察可能，立証可

能であれば社会的最適な契約が成立しうる．そのため，検

査機関が非破壊検査等により設計・施工後に実現した住宅

性能を直接評価し，依頼人に対して保証することで社会的

最適な契約が結ばれうる点は一考の余地がある．しかし，

非破壊検査等による直接的な性能照査方法は一般に費用

高である．そのため，以下では，設計段階で依頼人の要求

性能を満たしうる設計図書であるか否か，施工段階で設計

図書通りの施工がなされたか否か，の二段階の検査を導入

する．

設計検査結果を mj (j = 0, 1)で表す．なお，m1 は設

計図書が要求性能を満たしうることを保証する検査結果と

し，m0 はその設計図書に不備があることを示す検査結果

とする．検査機関は設計検査において，要求性能を満たし

うる設計図書に関しては完全に検査を通過させるが，要求

性能を満たし得ない設計図書に関しては確率αでその不備

を判別するものとする．τd(mj |ed)を請負人が努力水準 ed

を選択するとき検査結果mj が提示される条件付確率とす

る．このとき，τd(mj |ed)は

τd(m1|ed) = ed + (1 − ed)(1 − α) (14)

τd(m0|ed) = (1 − ed)α (15)

で表される．次に，施工検査結果も同様にMj (j = 0, 1)

の二種類で表す．なお，M1は設計図書通りに施工がなさ

れたことを示す検査結果であり，M0は施工段階における

不備を指摘する検査結果とする．ただし，同様に，検査機

関は設計図書通りに施工がなされた場合は完全に検査を通

過させるが，設計図書通りに施工がなされていない場合は

確率 βでその不備を判別するものとする．τc(Mj |ec)を施

工に対する努力水準 ecが選択されたときの，検査結果Mj

が提示される条件付確率とする．このとき，τc(Mj |ec)は

τc(M1|ec) = ec + (1 − ec)(1 − β)　 (16)

τc(M0|ec) = (1 − ec)β (17)

で表される．なお，本稿では，検査機関の設計・施工段階

の精度が最終的な住宅性能にどのような影響を及ぼすのか，

設計・施工業者の選択する努力水準にどのような影響を及

ぼすのかに分析の焦点を絞るため，検査機関に支払う検査

費用，検査機関の選択する検査精度の意思決定問題等は本

モデルでは考慮しない．

(3)性能照査型契約の定式化

図 3は契約照査型契約モデルの時間的順序及びそのモデ

ルの構造を示したものである．各ノードに対応した価値関

数をそれぞれWi (i = 1, · · · , 6)とおく．このとき各価値

関数は以下のように定式化される．なお，ノード間での利

得の割引率は 0を仮定する．

ノード 1において，W1は依頼人の提示する契約に応じ

るか否かの意思決定に従う．なお，ここでも同様に請負人

の留保利潤は 0とする．

W1 = max[W2, 0] (18a)

ノード 2において，W2は請負人の設計時の努力水準の選

択問題により決定される．

W2 = max
ed

τd(m1|ed)W3 + τd(m0|ed)W4 − Cd(ed)(18b)

なお，W2は契約の成立に伴い請負人が獲得する期待利得

を表す．次に，設計図書が検査を通過した状態に対応する

ノード 3において，W3は通過した設計図書に従い施工を

行うときの努力水準の選択問題により定まる．

W3 = max
ec

τc(M1|ec)W5 + τc(M0|ec)W6 − Cc(ec)(18c)

一方，設計図書が検査を通過しなかった場合はノード 4に

対応する．W4は，再設計を実施する，または契約を破棄

する，に関する請負人の意思決定問題により定まる．

W4 = max[W2, 0] (18d)

ノード 5は二段階の検査を共に通過した状態であり，この

とき請負人は依頼人から報酬 wを受け取る．

W5 = w (18e)

ノード 6において請負人は，検査を通過した設計図書に従

い再施工を行う，または契約を破棄する，に関する意思決

定問題に直面する．このとき，W6 は

W6 = max[W3, 0] (18f)

により決定される．
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図 3: 性能照査型契約モデル

以上の (18a)から (18f)を連立させて解くことにより以

下の最適解が得られる．なお，この最適解の導出過程は付

録１にまとめる．e∗∗d ，e∗∗c を請負人が選択する最適な努力

水準とする. このとき，

w − Cc(e∗∗c )
τc(M1|e∗∗c )

− Cd(1) ≥ 0 (19)

を満たすとき，請負人は依頼人の提示する契約を結ぶ．な

お，契約締結時に請負人が選択する努力水準を e∗∗d ，e∗∗c は

e∗∗d = 1 (20)

C ′
c(e

∗∗
c ) =

βCc(e∗∗c )
τc(M1|e∗∗c )

(21)

で与えられる．また，施工検査を通過するまで施工努力水

準 e∗∗c で再施工を繰り返すことが最適となる．

このとき，設計時の努力水準は最大努力水準 1が，施工

時の努力水準は費用関数形と施工検査精度に依存して形で

選択され，最適な努力水準はどちらも報酬 w に依存しな

いことが分かる．すなわち，4のモデルと同様に，性能照

査型契約の枠組みにおいても，wを決定する市場環境や交

渉力は，請負人が選択する努力水準に影響を及ぼさないこ

とが分かる．

次に，依頼人の意思決定問題を考える．このとき，依頼

人と請負人の間で契約が成立する上での新たな必要条件と

して，

α ≥ Cd(1) − Cd(0)
Cd(1)

= α̂ (22)

が必要となる．この条件を満たさない場合，請負人は設計

時に最低努力水準 ed = 0を選択することが利潤を最大化

する行動であり，これを予測する依頼人は契約を提示しな

い．また，検査精度が完全ではないため，達成される住宅

性能が常に要求性能Q1を満たすとは限らない．請負人が

利潤最大化行動を取るとき，達成される期待住宅性能Q∗∗

は

Q∗∗ =
Q1e

∗∗
c + Q0(1 − e∗∗c )(1 − β)

e∗∗c + (1 − e∗∗c )(1 − β)
≤ Q1 (23)

で表される．そのため，依頼人が請負人に契約を依頼する

条件，

B(Q∗∗) ≥ w (24)

は社会的最適契約が結ばれる条件 (5)と比較して厳しくな

ることが分かる．

主な結論は以下の命題 2，3にまとめられる．なお各命

題の証明は付録 2に記す．

命題 2

検査機関による適切な検査 (α = 1, β = 1)が行われれ

ば、性能照査型契約の枠組みで社会的最適契約が依頼人・

請負人間で成立可能である．

命題 3

設計検査精度に関して、依頼人・請負人の間で契約が成

立する上での下限が存在する．一方で，施工検査精度に関

して、高ければ高いほど請負人が施工時に投入する努力水

準は社会的最適な水準に近づく．

ここでの重要な結論は，性能照査型契約の枠組みを用いて，

依頼人と請負人が契約するとき，社会的最適な努力水準が

達成されうることを示した点にある．また，ここでは検査

精度が及ぼす影響について分析した．検査機関の信頼性が

問題となることも多い．このとき，命題 3で示されたよう

に必ずしも社会的に望ましい契約が成立するとは限らない．

特に，設計段階での検査精度の低下は，大きな契約機会損



失を被りうる．いかに検査機関の信頼性を保つ社会制度を

構築するかは大きな課題であり，今後の課題としたい．

6.おわりに

本研究では，契約事後において実現した住宅の質を確認

出来ない，「事後確認の困難性」の問題に着目し，この問

題を解決しうる性能照査型契約の枠組みの有効性に関して

理論的検討を行った．このとき，性能照査型契約の枠組み

を用いることで，設計，施工その双方において社会的最適

な努力水準が選択されうることを示した．しかし,ここで

の仮定は現実と異なる点も多い．特に，一括支払いを仮定

している点は注意が必要である．実際には，工事請負契約

時，上棟時，竣工時といった具合に段階的に支払いがなさ

れるのが一般的である．段階的支払いは，請負人の資金の

流動性やデフォルトの問題との関連性が強く，モデルを拡

張してさらなる検討を行う必要がある．また，ここでは設

計，施工が同一の請負業者によって行われることを仮定し

た．しかし，設計業者，施行業者それぞれと契約を結ぶ場

合がある．土木構造物の建設においても設計，施工の一括

発注か分離発注かに関して議論がある 24)．本論文では明

示的に示していないが，本モデルを用いる限りにおいて，

設計，施工の発注方式の違いは完成した住宅の品質に影響

を及ぼさない．検査機関の検査精度さえ高ければ，最終的

な住宅の品質に影響を及ぼすことはない．この発注方式の

違いについてはさらなる検討が必要であろう．最後に，検

査機関が引き起こすモラルハザードをいかに防ぐかは，非

常に重要な問題である．瑕疵に対する請負人と検査機関の

責任の配分に関しては，現実的にも不明確な点が多い．請

負人のモラルハザードと検査機関のモラルハザードを同時

に防ぎうる責任の配分問題については今後の研究課題であ

る．

付録 1：

性能照査型契約モデルにおける最適努力水準の導出

W2 < 0を仮定すると，請負人の契約成立に伴う利得は

負であるため，はじめに請負人は依頼人の契約の提示を

受諾しない．請負人が依頼人のオファーを受諾する限り，

W2 ≥ 0を満たす．(18d)より，

W4 = W2 (25)

が成立する．条件式 (18b)より，目的関数は ed に関して

凸なので，最適な設計努力水準は端点解，0か 1のどちら

かである．このとき，請負人の最適努力水準が ed = 1と

なる条件は

τd(m1|1)W3 + τd(m0|1)W4 − Cd(1)

≥ τd(m1|0)W3 + τd(m0|0)W4 − Cd(0) (26)

で与えられる．この条件を満たすとき，(18b)より

W2 = W3 − Cd(1) (27)

が成立する．なお，W2 ≥ 0，かつ Cd(1) ≥ 0よりW3 ≥ 0

が成立する．(26)に対して，(25),(27)を代入することで，

条件式 (22)が得られる．次に，施工時の最適な努力水準

の導出を行う．(18c)より，請負人の選択する最適努力水

準 e∗∗c は，一階条件より

β(W5 − W6) − C ′
c(e

∗∗
c ) = 0 (28)

を満たす．また，最適な施工努力水準 e∗∗c を (18c)に代入

することで，

W3 = W6 +
τc(M1|e∗∗c )C ′

c(e∗∗c )
β

− Cc(e∗∗c ) (29)

が得られる．さらに (18f)よりW3 > 0が成立するため

W3 = W6 (30)

が導かれる．(30)を (29)に代入すると，請負人の最適施

工努力水準 e∗∗c が満たすべき式 (21)が導かれる．さらに，

(28) を整理すると

W3 = w − Cc(e∗∗c )
τc(M1|e∗∗c )

(31)

が成立する．これを (27)に代入すると，請負人が契約を

受諾する条件 (19)が得られる．

付録 2： 命題 2,3の証明

命題 2の証明: α = 1，β = 1を代入することで設計，施

工時の努力水準 (6)，(7)と一致する．また，α = 1を代入

するとき，条件 (22)も明らかに満たす．また，依頼人と

請負人の間で契約が成立する条件も (5)と一致することが

分かる．

命題 3の証明: 設計検査精度の下限に関して，(22)にお

ける α̂が下限に相当する．一方，施工努力水準に関して，

g(ec, β) = C ′
c(ec)− βCc(ec)

τc(M1|ec)
(= 0)とおくと，陰関数定理

より

de∗∗c

dβ
= −

∂g
∂β

∂g
∂ec

|ec=e∗∗
c

= −
− Cc(e

∗∗
c )

{e∗∗
c +(1−e∗∗

c )(1−β)}2

C ′′
c (e∗∗c )

> 0 (32)

が一階条件及び Cc
′′ > 0より導かれる．
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住宅性能の事後確認の困難性と性能照査型契約の役割 ∗

吉田　護 ∗∗ · 多々納裕一 ∗∗∗

本研究では，施工後に達成された住宅の品質を依頼人が確認できないという「事後確認の困難性」に着目し,これを
解決するための契約枠組みである性能照査型契約の有効性について理論的な観点から分析した．住宅品質の事後確

認の困難性下では，住宅設計,施工業者は機会主義的な行動となる.こうした業者のモラルハザードの問題に対して，
性能照査型契約の枠組みを用いることで社会的最適契約が結ばれることを示した.　また，設計・施工検査精度が契
約の効率性及び成立可能性に及ぼす影響について明らかにした．

The role of performance-based contract against the ex-post unobservability of housing quality ∗

By Mamoru Yoshida∗∗ · Hirokazu Tatano∗∗∗

This paper focuses on the principal’s ex-post unobservablity of housing quality after the construction. If
the principal expects that the agent takes an opportunistic action, she would not offer the contract in the first
place. We analyzed the performance-based contract to solve this problem, and proved that with the framework of
performance-based contract, the social optimal contract can be concluded between the principal and the agent.
Furthermore, we clarified the effect of inspection accuracies on the efficiency and possibility of the contract
agreement.
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